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凡    例 

 

国の指針    「開発許可制度運用指針」（平成 26年８月１日付け国都計第 67号国土交通省都市局 

長通知）の略。 

      この運用指針は、全国的な見地から、制度の考え方・運用等について、国の技術的助 

     言として地方公共団体に示されたものである。 

           従って、本市の開発許可制度の運用は、この運用指針を参考としているが、本市独自 

     の運用があり、必ずしも運用指針と一致しないことがあるので留意すること。 

 

法          都市計画法の略 

 

令          都市計画法施行令の略 

 

規則        都市計画法施行規則の略 

 

行政実例    法令の解釈・運用に疑義が生じた事例について、都道府県等からの文書照会に対して、 

     国土交通省（建設省）が回答したもの 
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